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1 策定にあたって 

(1) 策定の趣旨 

  公立病院は、地域における基幹的な公的医療機関として、地域医療の確保のため

に重要な役割を果たしているが、多くの公立病院において経営状況の悪化や医師不

足により医療提供体制の維持が極めて厳しい状況となっていたことから、国の「公

立病院改革ガイドライン（平成１９年１２月）」に基づく改革プランを策定し、経営

改善に取り組んだところである。 

この結果、再編・ネットワーク化や経営形態の見直しに取り組む病院が増加し、

経常損益についても黒字の病院が約３割から５割に増加するなど、一定の成果を上

げたものの、依然厳しい経営環境におかれている公立病院が多いところである。 

当院においては、平成２１年４月に平成２３年度までの３年間を計画期間とする

「国保匝瑳市民病院改革プラン」を策定し、経営健全化に向けた各種の取組を実施

してきた。平成２４年度からは、経営形態を地方公営企業法の全部適用とすること

で多くの裁量権を病院事業管理者に移管し、経営健全化を図ってきたが、依然とし

て医師不足を起因とする厳しい経営状況が続いている。 

今後も人口減少や少子高齢化の進展に伴い医療需要が大きく変化することが見込

まれるところであり、地域ごとに適切な医療提供体制の再構築に取り組むべく平成

２７年３月に国から発出された「新公立病院改革ガイドライン」に基づき、「国保匝

瑳市民病院新改革プラン」を策定するものである。 

新改革プランは、医療法に基づき千葉県が策定した「地域医療構想」との整合性

を図ることが求められており、前回の改革プランの策定の視点に「地域医療構想を

踏まえた役割の明確化」という新たな視点を加えるものである。 

  なお、現在当院においては病院施設の建替え整備についても検討を進めていると

ころであり、その実現のためには、安定した経営基盤の確立は必須条件となるもの

である。 

このようなことから、本プランは将来にわたり持続可能な病院運営を目指すため

に匝瑳市民病院が担うべき役割及び今後取り組むべき事項について取りまとめるも

のであり、その具現化に匝瑳市・匝瑳市民病院職員全員が一丸となって取り組むも

のである。 

 

(2) 対象期間 

本改革プランの対象期間は、平成２９年度から平成３２年度までの４か年とする。 
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2 国保匝瑳市民病院の現状 

(1) 外部医療環境分析 

① 人口の推移（香取海匝医療圏＋横芝光町） 

ア  現在の人口構造 

年齢３区分の内訳を見ると、千葉県全体の老年人口が２５．４％であるのに対

し、香取海匝医療圏＋横芝光町は、３１．８％と高く、千葉県内では安房医療圏

に次いで、高齢化が進んでいる医療圏である。 

■年齢３区分別人口（平成２８年４月１日現在） 

医療圏 総数 

人口（人） 割合（％） 

年少人口 
生産年齢 

人口 
老年人口 年少人口 

生産年齢 

人口 
老年人口 

0～14歳 15～64歳 65歳以上 0～14歳 15～64歳 65歳以上 

千葉県全体 6,269,146 789,266 3,885,576 1,594,304 12.6  62.0  25.4  

千葉 964,830 124,714 602,966 237,150 12.9  62.5  24.6  

東葛南部 1,746,016 231,540 1,130,746 383,730 13.2  64.8  22.0  

東葛北部 1,366,252 175,711 846,156 344,385 12.9  61.9  25.2  

印旛 723,966 94,358 447,747 181,861 13.0  61.9  25.1  

香取海匝（注） 310,751 32,438 179,397 98,916 10.5  57.7  31.8  

 銚子市 64,990 5,790 37,214 21,986 8.9  57.3  33.8  

 旭市 67,415 8,204 40,403 18,808 12.2  59.9  27.9  

 匝瑳市 38,063 4,189 21,903 11,971 11.0  57.5  31.5  

 香取市 79,647 8,112 45,567 25,968 10.2  57.2  32.6  

 神崎町 6,291 615 3,718 1,958 9.8  59.1  31.1  

 多古町 15,174 1,406 8,684 5,084 9.3  57.2  33.5  

 東庄町 14,554 1,468 8,120 4,966 10.1  55.8  34.1  

 横芝光町 24,617 2,654 13,788 8,175 10.8  56.0  33.2  

山武長生夷隅 417,814 43,111 241,716 132,987 10.3  57.9  31.8  

安房 130,671 12,890 67,093 50,688 9.9  51.3  38.8  

君津 329,450 40,576 197,663 91,211 12.3  60.0  27.7  

市原 279,396 33,928 172,092 73,376 12.1  61.6  26.3  

（注）この表では、香取海匝医療圏に横芝光町を含めており、山武長生夷隅医療圏から横芝光

町を除いた。（以下同様） 

（出典：千葉県「平成２８年度千葉県年齢別・町丁字別人口」） 
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イ  将来の人口構造 

国立社会保障・人口問題研究所が平成２２年国勢調査人口を基に推計した日本

の地域別将来推計人口によると、香取海匝医療圏＋横芝光町の人口は、一貫して

減少することが予想されている。 

年齢３区分の内訳については、年少人口（０～１４歳）、生産年齢人口（１５～

６４歳）は一貫して減少する一方で、老年人口（６５歳以上）は平成３２年まで

増加した後、平成３７年からは減少することが見込まれているが、平成５２年に

は人口に占める割合が４０％を超えると予測されるなど、高齢化の進展は著しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（平成２５年３月推計）） 

 

② 将来推計患者数の推移 

ア  将来推計患者数の算出方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

前提条件：将来にわたって、受療率（人口１０万人当たりの患者数）は一定（平成２６年

時点）とする。 

 

  

人口推移 

平成 22年（国勢調査人口） 

平成 27年、平成 32 年、平成 37年、

平成 42年、平成 47年、平成 52年

の将来推計人口 

 
出典：国立社会保障・人口問題研究所の

市町村別将来推計人口 

受療率 

平成 26年の受療率 

（人口 10万人当たりの患者数） 

 
出典：厚生労働省 

(人) 



4 

 

イ  将来推計患者数の算出（香取海匝医療圏＋横芝光町） 

将来推計患者数の総数は一貫して減少するが、入院患者数は高齢化の影響で平

成３７年にピークを迎えその後減少に転じる。外来患者数については、一貫して

減少することが予測される。 

 

(ｱ) 総数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 入院患者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(人) 

(人) 
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(ｳ) 外来患者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ  将来推計患者数の算出（匝瑳市） 

香取海匝医療圏＋横芝光町と同様、匝瑳市においても将来推計患者数の総数は

一貫して減少するが、入院患者数は高齢化の影響で平成３７年にピークを迎えそ

の後減少に転じる。 

外来患者数については、一貫して減少することが予測される。 

 

(ｱ) 総数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(人) 

(人) 
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(ｲ) 入院患者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 外来患者数 

 

  

(人) 

(人) 
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③ 医療機能 

ア  病院数 

香取海匝医療圏（＋横芝光町）の人口１０万人当たり病院数は、一般病院６．２４、

精神病院０．９８といずれも千葉県全体を上回っている。 

区分 

施設数総数  

地域医療 

支援病院 

(再掲） 

 

救急告示 

病院 

（再掲） 

 精神科 

病院 

一般病院 

 総数 療養病床 

を有する

病院 

（再掲） 

千葉 
実数 48 6 42 15 3 22 

人口10万対 4.94 0.62 4.32 1.54 0.31 2.26 

東葛南部 
実数 61 10 51 22 3 28 

人口10万対 3.51 0.58 2.93 1.27 0.17 1.61 

東葛北部 
実数 57 6 51 20 1 27 

人口10万対 4.20 0.44 3.76 1.47 0.07 1.99 

印旛 
実数 28 3 25 10 1 17 

人口10万対 3.94 0.42 3.52 1.41 0.14 2.39 

香取海匝（注） 
実数 22 3 19 13 1 9 

人口10万対 7.22 0.98 6.24 4.27 0.33 2.95 

 
銚子市 

実数 5 - 5 4 - 2 

 人口10万対 7.76 2 7.76 6.21 - 3.10 

 
旭市 

実数 5 2 3 1 - 1 

 人口10万対 7.51 3.00 4.50 1.50 - 1.50 

 
匝瑳市 

実数 3 1 2 1 - 1 

 人口10万対 8.05 2.68 5.37 2.68 - 2.68 

 
香取市 

実数 6 - 6 4 1 2 

 人口10万対 7.74 - 7.74 5.16 1.29 2.58 

 
神崎町 

実数 - - - - - - 

 人口10万対 - - - - - - 

 
多古町 

実数 1 - 1 1 - 1 

 人口10万対 6.79 - 6.79 6.79 - 6.79 

 
東庄町 

実数 1 - 1 1 - 1 

 人口10万対 7.07 - 7.07 7.07 - 7.07 

 
横芝光町 

実数 1 - 1 1 - 1 

 人口10万対 4.21 - 4.21 4.21 - 4.21 

山武長生夷隅 
実数 22 1 21 15 - 12 

人口10万対 5.35 0.24 5.11 3.65 - 2.92 

安房 
実数 16 2 14 10 1 7 

人口10万対 12.45 1.56 10.89 7.78 0.78 5.45 

君津 
実数 18 1 17 8 1 8 

人口10万対 5.51 0.31 5.20 2.45 0.31 2.45 

市原 
実数 13 2 11 6 1 7 

人口10万対 4.73 0.73 4.01 2.19 0.36 2.55 

千葉県 
実数 285 34 251 119 12 137 

人口10万対 4.58 0.55 4.03 1.91 0.19 2.20 

（出典：厚生労働省「平成２７年医療施設調査」） 
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イ  病床数 

人口１０万人当たりの病床数についても、病院数同様、千葉県全体を上回って

いる。また、香取海匝医療圏は、医療計画上は４７８床病床過剰地域である。 

(ｱ) 人口 10万人当たり病床数 

医療圏 

病床数総数 地域医療 

支援病院 

（再掲） 
 精神 

病床 

感染症 

病床 

結核 

病床 

療養 

病床 

一般 

病床 

千葉 
実数 9,302 1,444 11 25 1,272 6,550 966 

人口10万対 956.37 148.46 1.13 2.57 130.78 673.43 99.32 

東葛南部 
実数 14,287 3,567 8 45 2,496 8,171 1,206 

人口10万対 821.74 205.16 0.46 2.59 143.56 469.97 69.36 

東葛北部 
実数 11,739 2,495 8 - 1,414 7,822 613 

人口10万対 865.09 183.87 0.59 - 104.20 576.43 45.17 

印旛 
実数 6,899 1,520 7 - 1,328 4,044 719 

人口10万対 971.17 213.97 0.99 - 186.94 569.27 101.21 

香取海匝（注） 
実数 4,192 956 6 34 992 2204 241 

人口10万対 1,376.10 313.82 1.97 11.16 325.64 723.50 79.11 

 
銚子市 

実数 871 107 - 20 274 470 - 

 人口10万対 1,351.83 166.07 - 31.04 425.26 729.46 - 

 
旭市 

実数 1,477 609 6 - 45 817 - 

 人口10万対 2,217.68 914.40 9.01 - 67.57 1,226.71 - 

 
匝瑳市 

実数 366 60 - - 83 223 - 

 人口10万対 981.94 160.97 - - 222.68 598.29 - 

 
香取市 

実数 1,132 180 - 14 441 497 241 

 人口10万対 1,460.16 232.18 - 18.06 568.84 641.08 310.86 

 
神崎町 

実数 - - - - - - - 

 人口10万対 - - - - - - - 

 
多古町 

実数 166 - - - 56 110 - 

 人口10万対 1,126.34 - - - 379.97 746.37 - 

 
東庄町 

実数 80 - - - 48 32 - 

 人口10万対 565.29 - - - 339.17 226.12 - 

 
横芝光町 

実数 100 - - - 45 55 - 

 人口10万対 420.75 - - - 189.34 231.41 - 

山武長生夷隅 
実数 4,089 1,061 8 8 1,195 1,817 - 

人口10万対 995.14 258.21 1.95 1.95 290.83 442.20 - 

安房 
実数 2,847 755 4 - 678 1,410 925 

人口10万対 2,215.39 587.50 3.11 - 527.59 1,097.19 719.79 

君津 
実数 2,934 606 6 18 725 1,579 661 

人口10万対 897.77 185.43 1.84 5.51 221.84 483.16 202.26 

市原 
実数 2,411 369 - - 388 1,654 400 

人口10万対 878.14 134.40 - - 141.32 602.42 145.69 

千葉県全体 
実数 58,700 12,773 58 130 10,488 35,251 5,731 

人口10万対 943.12 205.22 0.93 2.09 168.51 566.37 92.08 

（出典：厚生労働省「平成２７年医療施設調査」） 
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(ｲ) 病床の状況 

病床種別 医療圏 基準病床数 既存病床数 過不足病床数 

療養病床及び 

一般病床 

千葉 7,629 7,495 △134 

東葛南部 11,403 10,876 △527 

 東葛北部 9,999 9,366 △633 

 印旛 5,251 5,679 428 

 香取海匝 2,731 3,209 478 

 山武長生夷隅 3,203 3,603 400 

 安房 1,577 2,022 445 

 君津 2,029 2,472 443 

 市原 2,077 2,135 58 

 千葉県 計 45,899 46,857 958 

精神病床 県全域 12,052 12,680 628 

結核病床 県全域 64 130 66 

感染症病床 県全域 60 58 △2 

（出典：千葉県「千葉県保健医療計画」平成２５年５月、平成２８年３月一部改定） 
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ウ  診療所数 

匝瑳市の人口１０万人当たり一般診療所数は、７７.８と多く、また、人口１０

万人当たり病床数も他の市町よりも多くなっている。 

医療圏 

一般診療所数 一般診療所 

総数 有床 無床 病床数 

 療養病床  療養病床 

（再掲） を有する 

診 療 所 

（再掲）  

千葉 
実数 677 35 3 642 449 30 

人口10万対 69.6 3.6 0.3 66.0 46.2 3.1 

東葛南部 
実数 1046 46 1 1000 477 11 

人口10万対 60.2 2.6 0.1 57.5 27.4 0.6 

東葛北部 
実数 771 33 2 738 412 29 

人口10万対 56.8 2.4 0.1 54.4 30.4 2.1 

印旛 
実数 388 25 2 363 313 24 

人口10万対 54.6 3.5 0.3 51.1 44.1 3.4 

香取海匝（注） 
実数 173 10 2 163 144 31 

人口10万対 56.8 3.3 0.7 53.5 47.3 10.2 

 
銚子市 

実数 37 1 - 36 12 - 

 人口 10万対 57.4 1.6 - 55.9 18.6 - 

 
旭市 

実数 33 2 1 31 35 12 

 人口10万対 49.5 3.0 1.5 46.5 52.6 18.0 

 
匝瑳市 

実数 29 3 1 26 48 19 

 人口10万対 77.8 8.0 2.7 69.8 128.8 51.0 

 
香取市 

実数 45 3 - 42 30 - 

 人口10万対 58.0 3.9 - 54.2 38.7 - 

 
神崎町 

実数 3 1 - 2 19 - 

 人口10万対 48.8 16.3 - 32.6 309.3 - 

 
多古町 

実数 8 - - 8 - - 

 人口10万対 54.3 - - 54.3 - - 

 
東庄町 

実数 5 - - 5 - - 

 人口10万対 35.3 - - 35.3 - - 

 
横芝光町 

実数 13 - - 13 - - 

 人口10万対 54.7 - - 54.7 - - 

山武長生夷隅 
実数 242 16 1 226 193 - 

人口10万対 58.9 3.9 0.2 55.0 47.0 - 

安房 
実数 89 12 1 77 144 4 

人口10万対 69.3 9.3 0.8 59.9 112.1 3.1 

君津 
実数 206 15 - 191 173 - 

人口10万対 63.0 4.6 - 58.4 52.9 - 

市原 
実数 159 13 2 146 188 18 

人口10万対 57.9 4.7 0.7 53.2 68.5 6.6 

千葉県全体 
実数 3,751 205 14 3,546 2,537 162 

人口10万対 60.3 3.3 0.2 57.0 40.8 2.6 

（出典：厚生労働省「平成２７年医療施設調査」） 
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④ 医療従事者 

香取海匝医療圏の人口１０万人当たり職種別医療従事者数は、歯科医師、助産

師、薬剤師を除き、千葉県全体を上回っている。 

(ｱ) 人口 10万人当たり職種別医療従事者数 

医療圏 医師 歯科医師 看護師 准看護師 保健師 助産師 薬剤師 

千葉 262.7 115.1 722.9 155.8 33.2 26.8 262.2 

東葛南部 144.8 69.7 459.5 125.7 24.6 20.5 203.7 

東葛北部 151.0 93.2 467.4 170.0 20.9 13.3 187.1 

印旛 153.1 59.9 534.5 169.1 28.8 15.3 173.5 

香取海匝 176.9 67.7 575.2 308.2 37.6 16.2 153.6 

山武長生夷隅 101.5 61.6 305.5 290.3 39.8 8.1 153.1 

安房 368.5 87.7 930.9 454.0 73.4 32.1 206.0 

君津 132.0 55.9 466.2 308.6 30.2 11.8 162.2 

市原 170.3 58.6 556.5 181.9 30.9 18.3 167.1 

千葉県全体 168.9 79.0 519.5 185.7 29.0 17.9 195.5 

（出典：千葉県「千葉県保健医療計画（別冊）」（平成２５年５月）） 

  



12 

 

(ｲ) 人口 10万人当たり診療科医師数 

医療圏 内 科 
呼吸器

内科 

循環器

内科 

消化器

内科

(胃腸

内科) 

腎臓 

内科 

神経 

内科 

糖尿病

内科

(代謝

内科) 

血液 

内科 
皮膚科 

アレル

ギー科 

千葉 39.0 7.7 7.1 12.8 1.8 4.8 4.9 2.7 6.3 1.7 

東葛南部 21.6 3.1 5.3 6.2 1.0 1.9 2.4 0.9 6.2 0.1 

東葛北部 40.4 3.3 7.4 9.2 1.6 2.5 1.1 1.5 5.1 - 

印旛 65.9 2.2 6.9 7.5 1.5 2.6 2.6 1.5 5.1 - 

香取海匝 77.6 0.3 7.2 7.2 1.7 0.7 0.7 1.0 3.1 1.4 

山武長生夷隅 28.2 1.1 2.0 3.6 - 1.3 1.3 0.4 2.7 - 

安房 132.1 7.5 12.8 15.9 9.1 8.3 7.5 4.5 6.8 2.3 

君津 41.9 2.1 6.1 6.4 - 1.5 0.9 0.3 5.5 0.3 

市原 43.2 3.2 11.4 6.1 0.7 7.1 1.4 1.1 3.6 - 

千葉県 計 1.6 3.5 6.5 8.1 1.4 2.8 2.4 1.4 5.3 0.4 

医療圏 
リウマ

チ科 

感染症

内科 
小児科 精神科 

心療 

内科 
外 科 

呼吸器

外科 

心臓血

管外科 

乳腺 

外科 

気管食

道外科 

千葉 0.7 0.3 16.4 13.4 0.4 13.3 2.5 3.3 2.2 0.1 

東葛南部 1.6 - 9.4 10.2 0.8 7.9 0.8 1.6 0.7 - 

東葛北部 0.1 0.2 9.9 6.3 0.5 11.3 1.3 1.9 0.7 0.3 

印旛 0.7 0.3 10.1 6.9 0.4 8.3 0.7 1.4 0.7 - 

香取海匝 - 0.3 9.0 8.3 - 16.6 - 1.7 - - 

山武長生夷隅 0.2 - 4.3 8.3 - 9.2 - 0.2 - - 

安房 3.8 7.5 13.6 16.6 1.5 3.0 3.0 5.3 7.5 - 

君津 - - 6.1 7.3 - 9.1 1.2 0.9 0.3 - 

市原 0.4 - 9.3 7.5 0.4 7.1 2.1 3.2 1.8 - 

千葉県 計 0.8 0.3 10.2 9.1 0.5 9.9 1.2 1.9 1.0 0.1 

医療圏 

消化器

外科

(胃腸

外科) 

泌尿器

科 

肛門 

外科 

脳神経

外科 

整形 

外科 

形成 

外科 

美容 

外科 
眼科 

耳鼻い

んこう

科 

小児 

外科 

千葉 3.3 6.5 0.4 6.8 19.3 1.9 0.6 10.7 7.8 2.0 

東葛南部 2.1 3.6 0.1 3.7 13.7 1.4 0.2 8.4 4.6 0.5 

東葛北部 4.3 3.1 1.0 3.5 10.5 1.5 0.7 6.6 5.1 0.4 

印旛 3.9 4.4 - 3.9 10.1 1.8 - 8.3 5.7 - 

香取海匝 3.1 5.9 0.3 3.1 11.7 1.4 - 7.6 5.2 - 

山武長生夷隅 1.1 1.1 - 2.0 11.0 0.4 - 5.1 2.7 0.2 

安房 10.6 10.6 1.5 11.3 22.6 4.5 - 11.3 6.0 0.8 

君津 0.9 1.5 0.3 3.0 10.6 0.6 - 7.3 3.9 0.6 

市原 4.6 6.1 0.4 5.7 10.3 1.4 - 6.8 5.7 - 

千葉県 計 3.2 4.1 0.4 4.2 13.1 1.5 0.3 8.0 5.2 0.6 

医療圏 
産婦人

科 
産科 婦人科 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ

ｰｼｮﾝ科 

放射線

科 
麻酔科 

臨床研

修医 
その他 

 

千葉 5.7 0.7 3.0 1.4 6.3 8.1 10.1 23.6 

東葛南部 6.7 0.2 1.3 2.3 2.3 4.8 11.5 2.7 

東葛北部 6.4 0.3 0.9 1.5 2.7 4.6 8.8 3.2 

印旛 7.9 - 0.6 0.7 3.0 3.7 8.9 1.0 

香取海匝 5.9 - 0.7 0.7 1.7 3.1 21.7 2.1 

山武長生夷隅 2.2 - 0.9 0.9 0.2 0.7 - 0.4 

安房 16.6 1.5 5.3 5.3 5.3 18.1 32.5 5.3 

君津 7.3 - - 0.9 1.2 2.4 6.7 2.7 

市原 6.1 0.7 - 2.1 1.4 3.9 7.9 - 

千葉県 計 6.5 0.3 1.3 1.6 2.9 4.9 10.1 5.5 

（出典：厚生労働省「平成２６年医師・歯科医師・薬剤師調査」） 
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⑤ 病院機能 

香取海匝医療圏及び横芝光町の病院で、各病院が自主的に高度急性期・急性期・

回復期機能と選択した状況(注)が下図である。 

公立病院は当院以外に、国保旭中央病院、銚子市立病院、千葉県立佐原病院、国

保小見川総合病院、国保多古中央病院、国保東庄病院、東陽病院がある。 

国保旭中央病院は、３次救急医療機関（救命救急センター）のほか各種指定を受

けているなど、地域の基幹病院の役割を担っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）平成２７年７月１日時点の機能として、各医療機関が自主的に高度急性期・急性期・回

復期を選択した病院を上図に表した。 

（注）当院は、平成２８年２月から１１０床として運営している。 

（出典：千葉県病床機能報告、千葉県保健医療計画） 
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⑥ 患者動向 

当院の市町村別の患者数は以下のとおりである。入院・外来ともに匝瑳市内から

の患者が３／４以上を占めているが、横芝光町は１０％以上、旭市や多古町からも

患者を受入れている。 

区分 
入院 外来 

月平均（人） 割合(%) 月平均（人） 割合(%) 

匝瑳市 127 77.1% 3,420 75.7% 

旭市 7 4.2% 176 3.9% 

香取市 1 0.7% 37 0.8% 

銚子市 0 0.2% 18 0.4% 

多古町 4 2.7% 224 5.0% 

東庄町 0 0.0% 4 0.1% 

横芝光町 22 13.4% 499 11.1% 

山武郡（横芝光町以外） 1 0.4% 30 0.7% 

山武市 1 0.4% 46 1.0% 

その他 2 1.0% 60 1.3% 

合計 164 100.0% 4,515 100.0% 

（出典：国保匝瑳市民病院資料） 
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（平成27年4月～平成28年3月）
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(2) 内部医療環境分析 

① 経営環境 

ア  経営状況 

病院事業の本業のみの経営状況を把握するために、民間企業の営業利益率と同

等の指標を示す修正医業収支比率※の推移を見ると、入院収益の減少が大きく影響

し、平成２２年度以降減少している。 

※修正医業収支比率＝修正医業収益／医業費用 

 

（出典：総務省「地方公営企業年鑑」等） 

■修正医業収益等の推移                    （単位：百万円） 

区分 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

医業収益 (A) 1,771 1,906 1,833 1,819 1,788 1,689 1,473 

うち他会計繰入金 (B) 47 49 45 45 44 46 45 

修正医業収益 (A)－(B) 1,724 1,857 1,788 1,774 1,744 1,643 1,428 

 うち入院収益 982 1,108 1,073 1,017 997 935 715 

 うち外来収益 662 655 630 674 668 635 640 

他会計繰入金控除後経常損益 △397 △320 △358 △363 △407 △452 △661 

収益的収入他会計繰入金 345 316 267 265 292 283 388 

交付税措置額 160 180 181 174 190 177 195 

常勤医師数 11 12 10 10 11 10 8 

医業費用 2,106 2,140 2,112 2,103 2,108 2,108 2,081 
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■経営指標の推移（病院事業全体）                           

（単位：％） 

経営指標 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

自治体
立病院 

 
26年度
平均 

全国自治
体病院協
議会会員
26年度 
平均 

同規模
病院 

一般 
病院 

総病床/ 
100～
199床 

経 常 収 支 比 率 98.0 99.8 96.5 96.2 95.6 93.7 89.8 96.8 99.1 

医 業 収 支 比 率 84.1 89.1 86.8 86.5 84.8 80.1 70.8 85.6 78.0 

修正医業収支比率 81.9 86.8 84.6 84.3 82.7 77.9 68.6 82.1 
 

職員給与費比率 61.3 60.0 61.4 62.2 62.9 73.9 78.7 63.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）同規模病院は市町村立病院のみで、独立行政法人・指定管理者制度へ移行した病院及

び都道府県立病院は含まれていない。 

（出典：総務省「地方公営企業年鑑」                 

全国自治体病院協議会「平成２７年度決算見込額調査報告書」） 

  



17 

 

イ  患者数 

当院の一日平均患者数の推移を見ると、入院患者数、外来患者数ともに減少し

ている。 

また、外来患者数のうち、新患患者数（年間）については、平成２４年度以降

減少傾向にあったが、平成２７年度は増加に転じている。 

 

（出典：総務省「地方公営企業年鑑」） 

 

 

（出典：国保匝瑳市民病院資料） 
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ウ  病床利用率と平均在院日数（一般病床） 

当院の病床利用率は、平成２２年度に６０％に達したが、それ以降減少してお

り、平成２６年度実績では５０％を割り込んでいる。これは、同規模の自治体立

病院、全国自治体病院協議会会員（平成２６年度平均）の同規模病院（１００～

１９９床）を大きく下回っている。 

また、当院の在院日数は年々減少しており、同規模の自治体立病院よりも大幅

に短い状況である。 

(単位：%、日) 

区分 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

自治体
立病院 
26年度
平均 

全国自治体
病院協議会
会員 
26年度平均 

同規模
病院 

病床
別 

開設 
者別 

総病床 
100～
199床 

一般 
100～
199床 

市 

病 床 利 用 率 54.7 60.6 57.8 51.7 50.1 41.4 42.1 69.1 69.8 77.1 

平均在院日数 16.5 16.1 15.4 14.8 14.3 14.5 14.8 19.7 
  

（出典：総務省「地方公営企業年鑑」                 

全国自治体病院協議会「平成２７年度決算見込額調査報告書」） 

 

エ  救急患者 

救急患者の動向を見ると、当院は匝瑳市のほか、横芝光町、多古町等の周辺地

域からも救急患者を受入れており、２次救急医療機関としての役割を果たしてい

ることが見て取れる。 

しかしながら、近年は医師不足が影響し受け入れ数が減少しており、平成２７

年度は平成２３年度との比較で約３０％減少している。 

区分 
23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 

匝 瑳 市 1,070 67.2% 1,032 65.4% 973 67.8% 760 71.2% 800 72.4% 

横 芝 光 町 280 17.6% 300 19.0% 251 17.5% 187 17.5% 180 16.3% 

多 古 町 56 3.5% 58 3.7% 51 3.6% 27 2.5% 33 3.0% 

（ 参 考 ） 

３市町合計 
1,406 88.3% 1,390 88.1% 1,275 88.8% 974 91.2% 1,013 91.7% 

旭 市 48 3.0% 51 3.2% 43 3.0% 36 3.4% 31 2.8% 

他 市 町 村 139 8.7% 136 8.6% 118 8.2% 58 5.4% 61 5.5% 

合 計 1,593 100.0% 1,577 100.0% 1,436 100.0% 1,068 100.0% 1,105 100.0% 

（出典：国保匝瑳市民病院資料） 
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② 財政負担の状況 

収益的収入に資本的収入を加えた他会計繰入金合計額の標準財政規模比を見る

と、市町村平均（一部事務組合は除く）よりも負担状況が高くなっている。 

千葉県内（一部事務組合は除く）での比較では、他会計繰入金合計額の標準財

政規模比は１３団体中６番目であり、財政負担は平均的であることが分かる。 

また、同規模の病床数（９０～１１０床を比較対象とした）を保有する全国の

自治体の中で見ると、５２団体中２６番目であり、これも平均的な水準である。 

一床当たり及び一病院当たりの他会計繰入金の状況では、市町村立病院平均よ

り低くなっている。 

■自治体別の財政負担状況（平成２６年度） 

区分 

本市・当院 市町村平均値 順位（標準財政構成比） 

金額 

（千円） 

標準 

財政 

規模比 

金額 

（千円） 

標準 

財政 

規模比 

全自 

治体 

市町 

村内 
千葉県 

同規模 

病院保有 

自治体 

標準財政規模 9,644,907 - 30,776,486 - - - - - 

他会計繰入金         

  

収益的収入 283,279 2.94% 548,480 1.78% 221/480 220/444 6/13 27/52 

資本的収入 79,800 0.83% 220,592 0.72% 224/480 220/444 6/13 21/52 

計 363,079 3.76% 769,072 2.50% 239/480 238/444 6/13 26/52 

修正医業収支
比 率 （ ％ ） 

77.9 - 80.6 - 323/480 298/444 10/13 28/52 

（出典：総務省「地方公営企業年鑑」「地方財政状況調査関係資料」） 
 

■一床当たり他会計繰入金の状況（平成２６年度） 

区分 

当院 市町村立病院平均値 順位 

金額 

（千円） 

保有

床数 

金額 

（千円） 

保有

床数 
全自治体 市町村内 千葉県 

同規模病院 

保有自治体 

他会計繰入金         

  

収益的収入 1,804 

157 

2,649 

206 

513/729 373/567 19/25 58/76 

資本的収入 508 868 431/729 331/567 17/25 39/76 

計 2,313 3,517 540/729 397/567 17/25 56/76 

（出典：総務省「地方公営企業年鑑」） 
 

■一病院当たり他会計繰入金の状況（平成２６年度） 

区分 

当院 市町村立病院平均値 順位 

金額 

（千円） 

保有 

病院数 

金額 

（千円） 

保有 

病院数 
全自治体 市町村内 千葉県 

同規模病院 
保有自治体 

他会計繰入金         

  

収益的収入 283,279 

1 

437,269 

1.2 

469/729 318/567 18/25 31/76 

資本的収入 79,800 177,569 403/729 291/567 16/25 30/76 

計 363,079 614,838 475/729 323/567 19/25 31/76 

（出典：総務省「地方公営企業年鑑」） 
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3 前回改革プランの評価 

(1) 役割の評価 

① 入院機能 

■前回の改革プランにおける記載事項 

香取海匝医療圏が病床過剰である点、当院の病床利用率が低迷している点から、

病床数を１５７床から１１０床に削減する。 

■前回の改革プランの評価 

地域の受療動向を鑑みて、平成２８年２月から１１０床とし、削減を実行した。 

 

■前回の改革プランにおける記載事項 

高齢化に伴って増加が予測される亜急性期、回復期リハビリの患者等への対応に

ついて、周辺医療機関等との機能分担、連携の中で検討を進める。 

■前回の改革プランの評価 

医療圏の基幹病院である国保旭中央病院からの急性期を脱した亜急性期・回復期

の紹介患者の受入れを行っている。 

（紹介患者の実績） 

平成２５年度：１２７人、平成２６年度：１７５人、平成２７年度：１２４人 

 

② 診療科 

■前回の改革プランにおける記載事項 

匝瑳市の一般診療所（施設数・病床数とも）は、相対的に充実していることから、

市内の一般診療所の診療科の状況等を考慮しつつ、非常勤医師の診療科について、

あり方を検討する。 

■前回の改革プランの評価 

市民の応需状況から、平成２５年度から認知症外来、糖尿病の療養指導外来を開

始し、年々患者数が増加している。 

（１日平均外来患者数） 

【認知症外来】 

平成２５年度：９．５人、平成２６年度：１５．６人、平成２７年度：１７．９人 

【糖尿病療養指導外来】 

平成２６年度：５．２人、平成２７年度：６．５人 

※平成２５年度の数値は統計データなし 
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(2) 指標の評価 

① 経常収支比率 

平成２１年度と平成２２年度は目標値を上回ったが、主な要因は一般会計から

の繰入によるものである。 

平成２３年度は、常勤医師が２名減少したことが影響し、入院・外来患者数の

減少に伴い医業収益が減少した。 

項目 21年度 22年度 23年度 

目標値 93.0% 99.2% 100.0% 

実績値 98.0% 99.8% 96.5% 

差分 5.0% 0.6% △3.5% 

 

② 給与費率 

平成２１年度は、正職員数の減少や期末・勤勉手当の引き下げにより、給与費

が抑制されたため、目標値を下回ることができた。 

平成２２年度は医業収益の増加により目標値に達することができた。 

平成２３年度は、常勤医師の退職により、医業収益が悪化したことが影響し、

目標値に達することができなかった。 

項目 21年度 22年度 23年度 

目標値 63.6% 60.0% 59.4% 

実績値 61.3% 60.0% 61.4% 

差分 △2.3% 0.0% 2.0% 

 

③ 病床利用率 

目標値には達していないが、平成２２年１１月からベッドコントロールの権限

を病棟師長へ移譲したことにより、以前より効率的な運用が実現できた。 

項目 21年度 22年度 23年度 

目標値 52.0% 65.0% 66.0% 

実績値 54.7% 60.6% 57.8% 

差分 2.7% △4.4% △8.2% 
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④ １日平均入院患者数・１日平均外来患者数 

平成２３年度に常勤医師が２名減少したことが影響し、入院・外来ともに受入

れ患者数が減少した。 

■１日平均入院患者数 

項目 21年度 22年度 23年度 

目標値 92.0人 102.1人 103.6人 

実績値 85.8人 95.2人 90.7人 

差分 △6.2人 △6.9人 △12.9人 

 

■１日平均外来患者数 

項目 21年度 22年度 23年度 

目標値 332.0人 345.0人 345.0人 

実績値 340.0人 329.4人 311.0人 

差分 8.0人 △15.6人 △34.0人 

 

⑤ 手術件数 

平成２１年度は、目標値を大きく上回り、平成２２年度も概ね目標値に達して

いる。 

平成２３年度は、外科系医師の退職に伴い、手術件数が大幅に減少した。 

項目 21年度 22年度 23年度 

目標値 334件 380件 380件 

実績値 380件 378件 278件 

差分 46件 △2件 △102件 
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(3) 数値目標達成に向けた取組の評価 

前回の改革プランの点検評価事項は、平成２３年度までは公開されていることか

ら、ここでは平成２３年度までの要約と平成２４年度以降の取組について記載する。 

① 経営改善 

項目 内容 点検項目 平成 23年度までの取組 平成 24年度以降の取組 

対象年度

収支計画 

平成 20年度の決算が

まとまり次第、収支計

画を見直すことを前

提に、収支計画を実行

する。 

一般会計から

の繰入金の見

通し並びに収

支計画及び経

常収支比率等

の見直しによ

る収支計画の

変更 

実施済み 実施済み 

(注)平成 26 年度は平成

27 年度予算作成に合わ

せ経営健全化計画を作

成した。 

② 民間的経営手法の導入 

項目 内容 点検項目 平成 23年度までの取組 平成 24年度以降の取組 

業務委託

契約 

業務委託のみならず、

契約方法、入札方式の

見直しを行う。 

また、委託先、契約更

新の見直しを定期的

に行うこととし、保守

契約についても見直

しを行う。 

・契約方法の見

直し 

・入札方式の見

直し 

・委託先の定期

的見直し 

・契約更新時期

の見直し 

・保守契約の見

直し 

・入札は、ノウハウがあ

る財政課で実施した。 

・病院施設警備、病院内

洗濯、病院清掃の入札

で、7,327 千円の削減効

果があった。 

・医療機器の購入では、

機器の機能面、費用面に

おいて効果的な選定が

実施できた。 

一部委託業者の選定に

ついてプロポーザルを

採用した。 

 

業務委託

の管理徹

底、モニ

タリング

の強化等 

業務委託の仕様の見

直し、管理徹底等の監

視の強化を行い、一層

の業務効率化を推進

する。 

また、委託業務の拡大

について検討する。 

業務委託仕様

の見直し・業務

委託のモニタ

リング・業務委

託の効率化・業

務委託の拡大 

平成 22 年度までの入札

では、業務委託仕様の見

直しにより、長期継続契

約を行い、費用の節減に

つながった。 

価格と質を評価する取

組は定着しつつあり、委

託業者に対するモニタ

リングを実施している。

（2か月に 1 回） 

財務分析

（管理会

計） 

管理会計的な考え方

を導入する。（診療科

別、病棟別、医師別、

患者別等の損益管理

等） 

・診療科別、医

師別の医業費

用対診療収入

の状況の分析 

・病棟別、患者

別の損益管理 

 

・診療科別（科別の医師

１人当たり収益）につい

て分析を行い、病院運営

委員会で公表した。 

・診療科別行為別の診療

報酬実績や患者動向、損

益分岐点収益等を職員

に示すことにより職員

の経営に対する意識の

向上に努めた。 

管理者会議で収支分析

を報告している。 
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③ 経費節減・抑制対策 

項目 内容 点検項目 平成 23年度までの取組 平成 24年度以降の取組 

給与の適

正化 

人事、給与、研修制度

の改正に向けた抜本

的な取組に着手する

（職員のモチベーシ

ョンの維持・向上を念

頭に、努力が報われる

人事制度の導入、キャ

リアアップのための

研修制度の導入、充

実、さらには、人材確

保の視点から、多様な

就業形態を可能とす

る制度の導入等 

人事、給与、研

修制度の改正

に向けた抜本

的な取組の検

討、実施 

・職員給与の適正化につ

いては、人事院の勧告を

踏まえた改正を行った。 

・職員のキャリアアップ

及びモチベーションを

上げるため、積極的な研

修会への参加を促した。 

職員給与の適正化につ

いては、人事院の勧告を

踏まえた改正を行った。 

 

作業の効

率化 

医師事務補助作業員

の導入について検討

する。 

医師事務補助

作業員（病棟ク

ラーク）の導入 

・平成 21 年度に医師事

務補助作業員（病棟クラ

ーク）を 2名採用した結

果、看護業務の負担軽減

に寄与した。 

・平成 24 年度から診断

書等の作成ができる医

師事務作業補助員を採

用するための採用条件

等の検討を行った。 

平成 27 年度からクラー

クを採用し、医師事務作

業補助業務を担当して

いる。診断書の作成作業

を補助しており、医師の

業務量軽減、患者への迅

速な診断書提供に貢献

している。 

医薬品・

材料費の

削減 

医薬品・材料の購入に

ついては、時期等を含

め契約形態を工夫し、

材料についての品目

数の集約化を実施す

る。 

・材料の品目数

の集約 

・購入の契約形

態の工夫 

平成 22 年度に一部の品

目について、集約を行っ

たが、削減効果としては

少なかった。 

平成 23 年度以降は、集

約を図ることが出来る

品目数が少ないため、効

果は認められなかった。 

・規格の統一化を継続し

ている。 

・処方件数が少ない薬剤

について個包装への切

り替えを進めた。また、

平成 28 年度からジェネ

リック薬採用を進めて

いる。 

在庫管理 在庫圧縮（定数管理、

期限切れ等のチェッ

ク徹底等）に向けた取

組を強化する。 

・在庫圧縮（定

数管理、期限切

れ等のチェッ

ク）の強化 

・期限切れ対策 

定数管理については、各

部署からの在庫定数の

変更依頼に応じて(月 10

品目)行っており、概ね

最小在庫数での運用が

行えているが、期限切れ

等となる不用在庫もあ

る。 

・薬剤の期限切れチェッ

クを助手業務とし在庫

管理機能を強化した。 

・各部署に定数見直し担

当を配置し数量適正化

に努めた。 

・平成 26 年度にオーダ

リングシステムの導入

と合わせ救急外来以外

に薬品在庫を配置しな

い運用とした。 
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項目 内容 点検項目 平成 23年度までの取組 平成 24年度以降の取組 

共同購入 

 

医療連携を検討して

いる東総地域医療連

携協議会の構成病院

（当院、国保旭中央病

院、銚子市立総合病

院、国保東庄病院）あ

るいは近隣の東陽病

院、多古中央病院等と

の間で、仕入れに関す

る情報交換（価格交渉

が有利になる）、共同

購入について検討を

進める。 

東総地域・近隣

病院での共同購

入についての検

討 

県国保直営診療施設協

会において、共同購入に

向けた検討を進めてお

り、診療材料の品目、価

格などの情報共有を行

っている。 

県国保直営診療施設協

会において、共同購入に

向けた検討を進めてお

り、診療材料の品目、価

格などの情報共有を行

っている。 

その他経

費の削減 

東総地域医療連携協

議会の構成病院ある

いは近隣病院等との

間で、医療機器の仕様

の統一化や共同購入

や、（単年度の複数台

購入より、複数年度で

の平準的な購入の方

が価格交渉に有利で

あることから）購入の

スケジュール化等に

ついて検討する。 

診療材料の共同

購入及びスケジ

ュール化の検討 

診療材料の共同購入に

ついて、国保直診協会で

検討した。 

・病院が負担していたオ

ムツの処分費をアメニ

ティ業者の負担に変更

することで経費削減を

実現した。 

・新電力を購入して、電

気料金が削減できた。 

④ 収入増加・確保対策 

項目 内容 点検項目 平成 23年度までの取組 平成 24年度以降の取組 

患者の確

保、病床

利用率の

向上 

病診連携、病病連携を

より一層推進する。地

域の他の医療機関向

けの研修会の実施、交

流会の実施、紹介医療

機関、後方支援医療機

関の開拓（営業）等を

行う。 

なお、実施に当たって

は、職種の枠を超えた

対応を検討する。 

病診連携、病病連携の

さらなる推進 

旭中央病院や診療所

との患者受入れにお

いて連携を図った。 

旭中央病院からの受

入れ実績 

・H21 年度  53件 

・H22 年度 102件 

・H23 年度 109件 

平成 27年度から介護

保険事業連絡会への

参加やケアマネ交流

会の実施を通じて、市

内ケアマネジャーと

協力関係の強化を図

っている。 

病床利用

と管理 

ベッドコントロール

の権限を、実態を最も

よく把握している看

護師へ委譲する。 

ベッドコントロールの

権限の病棟師長への委

譲及び３単位の入院患

者数の平均化による混

合病棟の効率化 

看護師によるベッド

コントロールにより

効率的な入院患者の

振り分けができた。 

看護師によるベッド

コントロールにより

効率的な入院患者の

振り分けができた。 
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⑤ その他・意識改革 

項目 内容 点検項目 平成 23年度までの取組 平成 24年度以降の取組 

意識改革 職員主体の業務改善

を進め、マネジメント

面の強化を図る（理念

の明確化、バランスス

コアカードの導入、組

織横断的な業務効率

化の取組の推進等）。 

・職員主体の業

務改善 

・マネジメント

面の強化 

・意識改革に資するた

め、職員提案を募りその

結果を文書で職員周知

するとともに、運営会議

で公表した。 

・企業職員としての意識

改革を図ることができ

る地方公営企業法全部

適用への移行を図るた

めの準備を進めた。 

・サポーター会が発足

し、患者・家族の思いを

共有できる仕組みが強

化された。 

・平成 25 年度から各部

署でバランススコアカ

ードを使った取組を実

施し、現在も継続実施し

ている。 

住民サー

ビス 

地域サービスを展開

する（住民向け公開講

座の実施等）。 

地域サービス

の展開 

よかっぺ祭りへの参加、

市広報での病院特集ペ

ージの継続により広報、

啓発に努めた。 

これまでのサービスを

継続することに加え、平

成 25 年度から県主催の

さんさんフェスタ（看護

師体験等）に参加してい

る。 

医療安

全・質の

確保 

医療の質・安全を確保

するための取組を強

化する。 

医療の質・安全

を確保するため

の取組の実施 

医療の質・安全を取り組

むため、院内研修を 2回

実施した。 

参加者数 

H22年度 289人 

H23年度 285人 

・平成 24 年度から院内

研修受講対策を強化し

た。（参加しやすいスケ

ジュール、受講状況の管

理徹底） 

・平成 24 年度から ICT

チームを発足した。 

・平成 27 年度から手洗

いキャンペーンを展開

している。 

・医療安全委員会メンバ

ーが近隣病院と意見交

換を実施（年 1 回） 

・インシデント・アクシ

デントレポートを毎月

作成し、継続している。 

・県認定看護師が立ち上

げた感染対策ネットワ

ークに参加している。 

診療の請

求精度強

化 

診療請求漏れのチェ

ック体制を強化する。 

レセプト点検事

務の強化及び職

員教育 

・診療報酬の改定に併せ

た院内研修を実施した。 

・院内各科の情報共有や

研修会への参加等によ

り、診療報酬請求の精度

向上に努めた。 

 

取組を継続している。 
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項目 内容 点検項目 平成 23年度までの取組 平成 24年度以降の取組 

未収金管

理 

ケースワーカーの協

力、自治体の福祉部署

との連携強化等によ

る未収金管理を徹底

する。 

未収金対策強化 休日臨戸訪問、郵便、電

話による催告の実施、さ

らなる強化を図るため、

裁判所からの支払督促

で、未収金回収に努め

た。 

取組を継続している。 

診療環境

１ 

患者・職員にとって魅

力のある病院づくり

に努める。 

（患者アンケートの

実施、暫定的な院内改

修・改装の実施等） 

患者・職員にと

って魅力のあ

る病院づくり 

外来患者乳幼児お預か

りサービス、アロママッ

サージ、内臓脂肪検査の

実施、玄関ホールに情報

発信用ＴＶの設置女性

外来の新設等、魅力ある

病院づくりに努めた。 

・看護の日イベントの一

環として、移動ナースス

テーション、キッズナー

スを実施 

・サマーコンサート、秋

の院内コンサートを開

催 

・市の生涯学習教室の作

品を院内展示 

・県看護協会と共同で平

成 26 年度からワークラ

イフバランスの検討を

実施している。 

診療環境

２ 

女性医師の招聘、看護

師の確保等のために

院内保育所の設置を

検討する。 

・女性医師の招

聘 

・院内保育所の

開設 

院内保育所開設 

（開設期日：Ｈ22.5.24 

入所定員：10人） 

引き続き、看護師を中心

に院内保育所が利用さ

れている。 

 

⑥ 再編・ネットワーク化に関する検討 

項目 内容 点検項目 平成 23年度までの取組 平成 24年度以降の取組 

機能分化 旭中央病院及び市内

の一般診療所との機

能分担・連携により、

二次医療機関として

の機能を果たしてい

く。 

県の地域医療再

生プログラムに

基づき、市民病

院の役割である

手術対応、救急

対応に向けた強

化 

県の香取海匝地域自治

体病院支援事業補助金

を活用して、救急医療、

手術機能の強化を図る

ため、施設の改修及び医

療機器の更新を行った 

平成 28 年度から新病院

再整備を見据えた検討

を実施している。 

医療連携

とネット

ワーク化 

旭中央病院が再整備、

経営形態変更を行っ

た後も、同院との円滑

な機能分担・連携が可

能になるよう、東総地

域医療連携協議会等

の場での検討を継続

する。 

県の地域医療再

生プログラムに

基づく医療連

携・ネットワー

ク化 
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⑦ 経営形態の見直しに関する検討 

項目 内容 点検項目 平成 23年度までの取組 平成 24年度以降の取組 

経営形態

の見直し

の方向性

1 

地方公営企業法の全

部適用への変更を検

討する。 

地方公営企業法

の全部適用への

変更の検討 

給与体系の検討 

研修体系の検討 

平成 24 年度から地方公

営企業法全部適用へ移

行するための準備を行

った。 

平成 24 年 4 月 1 日から

地方公営企業法全部適

用へ移行した。 

経営形態

の見直し

の方向性

2 

 

中期的な視点で、職員

資質の向上、人件費の

適正化等も併せて行

うことが望ましく、一

般会計行政職とは切

り離した形での職種

毎のきめ細かな給与

表の作成、努力が報わ

れる人事制度の導入

等に向けて、人事、給

与、研修体系の抜本的

な改定を検討する。 

人事体系の検討 

給与体系の検討 

研修体系の検討 

 

 

地方公営企業法全部適

用への移行に当たって

は、人事体系、給与制度

の見直しは行わないこ

ととした。 

平成 28 年度から新病院

整備を見据えた検討を

実施している。 

⑧ 一般会計負担金の考え方 

項目 内容 点検項目 平成 23年度までの取組 平成 24年度以降の取組 

繰出基準

の整理 

病院債の元利償還金

全額について、基準外

繰り入れとして、一般

会計で負担する。 

元金償還金の

全額の繰入れ 

・県の指導に合わせて、

元金償還金を収益的収

入から資本的収入へ移

し替えるとともに、新た

に医師確保対策等を収

益的収入に加えること

で、経営の安定に寄与し

た。（平成 21年度） 

・元利償還金を全額一般

会計から繰入が行われ

たことにより、留保資金

は増額となった。（平成

22 年度、平成 23年度） 

市と協議しながら繰入

金の調整を行っている。 

一般会計

等からの

繰入金の

見通し 

繰入金の見通し計画

を実行する。 

一般会計からの

繰入金の取扱い

の見直し・計画

の作成・見直し

計画の実施 

病院収益の悪化に対応

するため、繰入金を大幅

に増額することで、経営

の安定に寄与した。 
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4 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

(1) 地域医療構想を踏まえた果たすべき役割 

① 病床機能 

当院が位置する香取海匝区域は、地域医療構想の中で回復期病床が大幅に不足

することが見込まれており、その対応が求められている。 

当院は、引き続き市民病院として急性期医療を担っていく一方、国保旭中央病

院等からの高度急性期・急性期を脱した患者の受入れ体制を充実させるため、地

域包括ケア病床の導入を進めるものとする。 

■医療機能別の医療提供体制（香取海匝医療圏） 

医療機能 

必要病床数 

（平成 37年） 

A 

病床機能報告 

（平成 27年度） 

B 

B-A 

高度急性期 289床 64 床 △225 床 

急 性 期 745床 1,875 床 1,130 床 

回 復 期 587床 243床 △344 床 

慢 性 期 560床 887床 327床 

計 2,181 床 3,069 床 888床 

（出典：千葉県「千葉県保健医療計画、病床機能報告」） 

② 在宅医療 

地域医療構想において、香取海匝医療圏では今後大幅に在宅医療の必要量が増

大することが見込まれている。このような中、医療圏唯一の在宅療養支援病院で

ある当院の役割の重要性が益々高まるものと想定されるところである。 

当院は、平成３年から在宅ケア部（現地域ケア部）を設置し訪問看護を開始す

るなど、全国に先駆けて在宅医療へ取り組んできた。その後訪問看護ステーショ

ンや居宅介護支援事業所を設置し、質の高い支援体制を構築するとともに、地域

の医師会との密接な連携のもとに２４時間の在宅医療に取り組んできたところで

あり、平成２４年には在宅療養支援病院に指定されている。 

このような取組の結果、匝瑳市における在宅で亡くなる方の割合は県内でも上

位※であり、当院の在宅医療への取組については一定の評価ができるものである。 

現状、当院における在宅医療の両輪となる訪問看護ステーション事業及び居宅

介護支援事業所事業については、不採算部門となっているものの、匝瑳市の地域

医療を考えた場合には、今後も積極的に取り組まなければならない部門であり、

両事業については、今後の更なる充実と併せて、経営面でも健全化への取組を図

るものとする。 

※自宅死の割合 県内 54 市町村中 9 位（平成 26 年実績） 

（出典：厚生労働省 第１回全国在宅医療会議（平成 28 年 7 月 6 日）資料 

                在宅医療に係る地域別データ集） 
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(2) ２０２５年における具体的な将来像 

２０２５年（平成３７年）は、新病院開院後の予定であり、地域医療構想におい

て香取海匝医療圏で不足が見込まれる回復期病床への対応として、地域包括ケア病

床が整備され、基幹病院である国保旭中央病院との連携がより強化されることが見

込まれることから、急性期から回復期、在宅医療まで一貫した医療提供が可能とな

る環境の構築を目指す。 

 

(3) 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割 

① 在宅医療に関する役割 

当院は、平成２４年に在宅療養支援病院の指定を受け、２４時間の往診・訪問

看護、緊急時の入院等を提供する医療機関である。また、介護老人保健施設そう

さぬくもりの郷を併設し、医療から福祉まで切れ目のないサービス提供を行って

いる。今後も、市民が安心して生活ができるよう、地域完結型の包括ケアの実現

に向けて貢献していく。 

 

② 住民の健康づくりの強化に当たっての役割 

現病院では、継続して人間ドック、企業健診、各種がん検診等の検診事業への

対応を行う。また、新病院の整備に当たっては、健診対応を強化し受診者増加に

繋がる取組を検討する。 

 

(4) 一般会計負担の考え方 

① 一般会計が負担すべき経費の範囲 

地方公共団体が設置する公立病院は、地域医療の確保といった公共性が要求さ

れるとともに、地方公営企業として独立採算が要求されている。一方、政策医療

の観点から民間医療機関では提供が困難な救急医療・高度医療・小児医療・周産

期医療等の不採算医療等を担うことも求められている。 

地方公営企業法では不採算医療等に係る経費については、一般会計から病院事

業会計へ負担金・補助金・出資金により繰出しを行うこととされており、その繰

出しの基準については総務省の通知に示されているところである。 

このようなことから、今後も繰出基準を原則として病院運営上必要な範囲で一

般会計がその経費を負担していくことが必要である。 
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② 算定基準 

繰出項目 繰出基準 

建設改良費出資金 建設改良費から企業債等を除いた額の１／２ 

救急医療補助 救急医療の確保に必要な経費として、普通交付税で措置される額 

特殊診療部門補助 医療相談等に要する経費－収益 

企業債償還金出資金 建設改良費に係る企業債の元金償還金の１／２ 

企業債利息補助 建設改良費に係る企業債の利息償還金の１／２ 

リハビリテーション補助 リハビリテーション医療に要する経費－収益 

研究研修費補助 医師等の研究研修に要する経費 

共済追加費用補助 共済追加費用の負担額 

児童手当補助 児童手当の給付に要する経費 

医師確保対策補助 医師の勤務条件の改善及び医師確保に要する経費 

高度医療補助 ＩＣＵ等の運営に要する経費－収益 

院内保育所運営事業補助 院内保育所運営に要する経費－収益 

基礎年金拠出金補助 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 

経営基盤強化補助 経営健全化計画に基づく経営基盤強化に要する経費 

不採算地区病院運営補助 
不採算地区病院の運営に要する経費として特別交付税の算定に用

いられる額 

 

(5) 医療機能等指標に係る数値目標の設定 

当院は、市内唯一の公的病院として急性期患者に対応しながらも、不足が見込ま

れる回復期患者への対応を強化するために、以下の数値目標を設定する。 

項目 
実績 見込み 目標 

27 年度  28 年度  29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

救 急 受 入 率 

（ 時 間 内 ） 
76.4％ 76.5％ 77.0％ 78.0％ 79.0％ 80.0％ 

紹 介 率 10.7％ 11.1％ 11.2％ 12.0％ 12.4％ 13.0％ 

逆 紹 介 率 13.5％ 13.9％ 14.0％ 14.8％ 15.2％ 15.8％ 

在 宅 復 帰 率 90.0％ 90.0％ 90.0％ 90.0％ 90.0％ 90.0％ 

 

(6) 住民の理解 

市民アンケートの結果からは、市民病院への期待の高さがうかがえる。特に小児

科や産科等の診療科の増設や夜間救急の充実等については市民要望が高いものの、

医師の確保と一体となることからその実現は難しいものがある。 

このような中、当院では、市内唯一の公的病院として急性期患者に対応しながら

も、不足が見込まれる回復期患者への対応を強化する方針であり、医師が十分に確
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保できない状況においても、市民に必要な医療を提供できるよう、最大限の努力の

もと取り組むものとする。 

  このため、当院の将来像について、市民に対する説明責任を果たすとともに、そ

の意見を聴く機会を設ける必要があることから、本改革プランの策定過程や今後予

定している建替え整備に関する基本構想・基本計画の策定過程においても、パブリ

ックコメントを実施して広く市民の意見を募るとともに、ホームページ等において、

タイムリーかつ詳細な情報を提供し、市民の理解を得られるよう努める。 

 

5 経営の効率化 

(1) 経営ビジョン・基本戦略 

匝瑳市民病院の基本理念 

一、患者さん、ご家族と職員が一体となった質の高いチーム医療を目指します。 

一、常に自己研鑽に努め、適正な医療を提供します。 

一、他の医療機関との密接な連携のもとに、皆さんが安心できる地域医療に努めます。 

 

■経営ビジョン 

・地域医療構想に準じた病院 

・健全経営を目指す病院 

・地域の医療水準の向上に寄与する病院 

 

■基本戦略 

・入院収益基盤の拡充を図る。 

・地域包括ケア病床の導入を進める。 

・地域の医療機関及び近隣病院との連携強化を進める。 

・人員の適正配置による経費の節減・抑制対策を進める。 

 

(2) 経営指標に係る数値目標 

項目 
実績 見込み 目標 

27 年度  28 年度  29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

経 常 収 支 比 率 88.2％ 96.9％ 98.7% 97.3% 99.8% 101.6% 

医 業 収 支 比 率 71.3％ 74.4％ 76.4% 79.8% 82.8% 85.1% 

職員給与費比率 85.4％ 84.3％ 81.7% 78.3% 76.0% 74.0% 

病 床 利 用 率 57.2％ 59.8％ 60.0% 64.5% 66.4% 70.0% 

※病院単体での数値目標 

※平成 28 年１月までは許可病床数は 157 床だったが、110 床で運用していたため、平成

27 年度実績の病床利用率は 110床で換算した。 

（平成 28年 2月から許可病床数は 110床） 
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(3) 経常収支比率に係る目標設定の考え方 

当院は、現在病院施設の建替えについて検討しているところであり、新改革プラン

の対象期間である平成２９年度から平成３２年度までの４年間は並行して建替え整

備に取り組む期間でもあることから、新病院の開院に向けて、一層の経営基盤の強化

に取り組む必要がある。 

当院の現状の課題として、入院患者の減少による医業収益の悪化があげられること

から、当医療圏で不足する回復期医療に対応する地域包括ケア病床を導入することに

より病床利用率の向上を図り、収益的収支の健全化に資するものとする。 

また、経営基盤強化ための取組として、民間的経営手法の導入、診療単価の向上や

病床利用率の向上等による収入確保対策、人員の適正配置による給与費の抑制を始め

各種経費の節減・抑制対策等を実施し、平成３２年度決算での経常収支の黒字転換を

目標とする。 

 

(4) 目標達成に向けた具体的な取組 

① 民間的経営手法の導入 

ア 業務委託の改善 

・委託内容の見直しを図るとともに、モニタリングの強化による管理の徹底を

図ることによって、一層の業務効率の向上を目指す。 

・業務委託の対象業務について、経営上の観点からその要否や拡大縮小の必要

性について見直しする。 

・大型医療機器や医療情報システム等の機器について、保守契約の見直しや契

約期間の延長による経費の節減を図る。 

 

  イ 管理会計的経営分析 

・管理会計的な経営分析（診療科別、病棟別、医師別等）を行い、マネジメン

ト強化に努める。 

 

② 収入増加・確保対策 

  ア 診療単価の向上 

・新改革プランの策定に向けて、現在の職員数で新規に診療報酬の加算の取得

が見込まれる項目について、取得のための準備を進める。 

・地域包括ケア病床の加算取得に必要な、診療録管理体制加算、データ提出加

算を取得する。 

 

イ 病床利用率の向上 

・病床利用率の向上のため、地域の診療所や国保旭中央病院等の近隣病院との

連携強化により、紹介患者の受入れ増加を目指した取組を行う。 
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・当院の医療提供体制や取組等をホームページや広報で随時周知するなど、積

極的な情報提供を行うことで、市民病院の認知度を高めるとともに、情報提

供に関する満足度の向上を図ることにより患者確保に努める。 

 

ウ 地域包括ケア病床の導入と病床数削減の検討 

・新病院で導入を検討している地域包括ケア病床については、回復期患者の積

極的な受け入れによる入院患者数の増加と併せて、在院日数の長期化による

病床利用率の向上が期待できるため、現病院でも導入する。 

・新病院については病床数を削減する方向で検討が進められているところであ

り、平成２８年２月から病床数を１５７床から１１０床に減床して経営健全

化を図ったところであるが、依然として病床利用率が低迷し、結果として余

剰病床が生じていることから、更なる経営効率化のため、地域包括ケア病床

の導入時期と併せて新病院の病床数を参考に病床数の削減についても検討す

る。 

 

エ 病診連携、病病連携の推進 

・患者紹介率及び逆紹介率の向上のため、他の病院や診療所との連携を一層推

進するものとする。そのため、地域の医療機関向けの研修会や交流会の実施

のほか、紹介医療機関、後方支援医療機関の更なる開拓等を行う。 

 

 オ その他の確保対策 

  ・診療報酬請求漏れのチェック体制の強化に引き続き取り組む。 

・未収金の発生防止対策の徹底と未収金の管理及び回収の強化に取り組む。 

  ・未利用財産の処分を進める。 

・患者アンケートを継続的に実施し、接遇、インフォームド・コンセント、施

設サービス面に関する患者満足度の向上に努める。 

 

③ 経費節減・抑制対策 

ア 人員の適正配置による職員給与費の抑制 

・当院は、医業収益の悪化に伴い給与費の占める割合が高まっていることから、

収益強化と同時に、給与費の抑制にも取り組む必要がある。医療スタッフを

始めとする職員数の見直しを図り、病院機能と病床規模に応じた適正な人員

配置とすることにより給与費総額の抑制に努める。 

・非正規の医療スタッフ等についても、必要最低限の配置となるよう定員管理

の適正化に努める。 
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イ 医薬品・診療材料の削減 

・診療材料について、医師の協力の下、品目数の削減等集約化を実施する。 

・在庫圧縮（定数管理、期限切れ等のチェック徹底等）に向けた取組を強化す

る。 

・東陽病院、多古中央病院等との間で、仕入れに関する情報交換、共同購入に

ついて検討を進める。 

・医薬品・診療材料の購入時期や管理方法について、預託在庫方式等の検討を

進める。 

 ・職員のコスト意識を高めることにより、診療材料等の節約による経費削減を

図る。 

 

ウ その他経費の削減 

・東陽病院、多古中央病院等との連携により、医療機器の仕様の統一化や共同

購入等について検討する。 

・初期投資とランニングコストのトータルバランスに優れた設備の導入に努め

る。 

・診療材料を集中管理する仕組み（ＳＰＤ）を一般備品等も対象とすることを

検討し、在庫管理の徹底を図る。 

 

④ 人材の確保・育成等 

  ア 医師等の人材確保・育成 

・現状医師確保対策として実施している、千葉県の医師不足病院医師派遣促進

事業の活用及び就職支援サイトを活用した医師確保対策に加えて、医学部在

学生に対する奨学金の貸付事業による医師確保対策を今後も実施する。 

・看護師についても、看護学校に通う学生への奨学金の貸与や看護学校と提携

した実習生の受け入れ事業等を通じて、確保に向けた取組を継続する。 

 

  イ 経営感覚に富む人材の登用及び事務職員の人材開発の強化 

・病院事業の経営改革に強い意識を持ち、経営感覚に富む人材の登用及び医師

や医療スタッフとの連携のもとにマネジメントできる能力を持った職員の育

成又は登用に努める。 

・事務職員については、医療経営の専門性の高まりや医療環境の変化に対応で

きるよう、一層の人材開発が必要であることから、計画的に育成できる体制

を構築する。 

 

ウ 人事制度、研修制度の充実 

・職員のモチベーションの維持・向上を念頭に、努力が報われる人事制度、キ
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ャリアアップのための研修制度の充実、さらには、人材確保の視点から、多

様な就業形態を可能とする制度の導入等を検討する。 

 

エ 職員主体の経営改善 

・職員一人ひとりの病院経営への関心と経営改善への意識を高めるとともに、

全職員が一丸となって経営改善に取り組むため、職員主体の業務改善を組織

横断的に進める。 

   ・経営改善に取り組むために各部門において実施する具体的な取組については、

各年度の目標設定を明確にするとともに、進行管理する組織を設置して経営

改善の実効性を確保する。 
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(5) 新改革プラン対象期間中の各年度収支計画等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

　 年 度 平成27年度 平成28年度
 区 分 決算 見込み

１. ａ 1,350,805 1,465,340 1,483,430 1,530,364 1,559,158 1,603,316

(1) 1,232,916 1,340,408 1,358,506 1,405,440 1,433,540 1,477,004

714,980 796,083 812,388 863,008 889,333 931,022

517,936 544,325 546,118 542,432 544,207 545,982

(2) 117,889 124,932 124,924 124,924 125,618 126,312

49,996 49,995 49,987 49,987 49,987 49,987

２. 374,498 470,525 464,820 364,738 353,161 350,083

(1) 310,110 404,679 398,744 303,854 303,854 303,854

(2) 64,388 65,846 66,076 60,884 49,307 46,229

(A) 1,725,303 1,935,865 1,948,250 1,895,102 1,912,319 1,953,399

１. ｂ 1,895,701 1,968,422 1,942,734 1,918,524 1,882,414 1,883,659

(1) ｃ 1,153,519 1,234,518 1,212,107 1,198,105 1,184,214 1,185,919

(2) 221,754 202,331 205,062 212,151 216,394 222,957

(3) 139,761 136,936 137,463 125,601 99,147 92,116

(4) 380,667 394,637 388,102 382,667 382,659 382,667

２. 60,360 29,224 30,590 28,815 32,958 38,994

(B) 1,956,061 1,997,646 1,973,324 1,947,339 1,915,372 1,922,653

(C) △ 230,758 △ 61,781 △ 25,074 △ 52,237 △ 3,053 30,746

１. (D) 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

２. (E) 874 63 0 0 0 0

(F) △ 874 △ 62 0 0 0 0

純　　損　　益　　(C)＋(F) △ 231,632 △ 61,843 △ 25,074 △ 52,237 △ 3,053 30,746

１. 22,100 27,200 26,400 24,000 24,000 24,000

２. 49,735 62,798 46,735 41,723 22,447 18,909

３. 0 0 0 0 0 0

(a) 71,835 89,998 73,135 65,723 46,447 42,909

１. 118,872 150,620 33,000 30,000 30,000 30,000

２. 85,906 85,580 81,469 72,045 33,494 31,818

３. 0 0 0 0 0 0

(b) 204,778 236,200 114,469 102,045 63,494 61,818

差　引　不　足　額　(a)－(b) △ 132,943 △ 146,202 △ 41,334 △ 36,322 △ 17,047 △ 18,909

88.2% 96.9% 98.7% 97.3% 99.8% 101.6%

71.3% 74.4% 76.4% 79.8% 82.8% 85.1%

85.4% 84.2% 81.7% 78.3% 76.0% 74.0%

57.2% 59.8% 60.0% 64.5% 66.4% 70.0%

他会計繰入金

　 年 度 平成27年度 平成28年度
 区 分 決算 見込み

360,106 454,674 448,731 353,841 353,841 353,841

49,735 62,798 46,735 41,723 22,447 18,909

409,841 517,472 495,466 395,564 376,288 372,750

収
　
　
益
　
　
的
　
　
収
　
　
支

経
　
　
　
常
　
　
　
収
　
　
　
支

医 業 収 益

料 金 収 入

うち入院収益

うち外来収益

医 業 外 費 用

そ の 他

うち他会計繰入金

医 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

経 常 収 益

医 業 費 用

職 員 給 与 費

材 料 費

減 価 償 却 費

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

そ の 他

支
　
　
出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

そ の 他

経 常 費 用

経  常  損  益   (A)-(B)

特
別
収
支

特 別 利 益

うち他会計繰入金

特 別 損 失

特 別 損 益 (D)-(E)

資 本 的 収 支

合　　　　　　　計

病 床 利 用 率

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

収 益 的 収 支

支 出 計

経 常 収 支 比 率 (A)/(B)×100

医 業 収 支 比 率 ａ/ｂ×100

職員給与費対医業収益比率 ｃ/ａ×100

資
　
本
　
的
　
収
　
支

収
　
入

企 業 債

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

収 入 計
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6 再編・ネットワーク化 

(1) 二次医療圏の病院等配置の現況（千葉県保健医療計画より） 

香取海匝医療圏では、国保旭中央病院が高度急性期医療を提供し、医療圏内におけ

る中心的な存在となっている。 

当院は、医療圏の南部に位置し、急性期病院としての役割を担いながら、在宅療養

支援病院として、医療圏における在宅医療を牽引する役割も担っている。 

また、医療圏で不足している回復期医療への対応も予定している。 

 

(2) 再編ネットワーク化計画 

当院は、前回の改革プラン時同様に、診療所からの紹介患者を積極的に受入るとと

もに、地域で必要とされる医療に応じて柔軟な対応をしていく。 

すでに、平成２５年度から認知症外来、糖尿病の療養指導外来、平成２８年１２月

から禁煙外来（診療報酬対象）を開始しており、今後も地域のニーズや国の動向に応

じた取組を行っていく。 

また、上述のように、当医療圏では、国保旭中央病院が高度急性期医療を提供し、

中核的役割を担っている。今後も国保旭中央病院への一極集中が見込まれる中で、当

院は匝瑳市を中心とした地域患者の紹介受入れを積極的に行う。 

また、近隣の国保多古中央病院や横芝光町立東陽病院とは、規模や機能が近いため、

今後地域医療における役割分担の明確化と医療連携のための協議を進めていく。 

 

7 経営形態の見直し 

(1) 経営形態の整理 

経営形態の主な違いは下表のとおりである。 

区分 
地方公営企業法 

全部適用 

地方独立行政法人 

（非公務員型） 
指定管理者 民間譲渡 

開設者 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 民間法人等 

管理責任者 事業管理者 法人の長 受託事業者 民間法人等 

職員の身分 地方公務員 法人職員 民間労働者 民間労働者 

職員の給与 

勤務時間等 

勤務条件 

・条例により独自

の給与等の設定が

可能 

・人事院勧告の対

象外 

法人独自の給与等

を決定 

指定管理者である

事業受託者との雇

用契約及び労働協

約による。 

民間法人等との雇

用契約及び労働協

約による。 

職員定数の

設定 

条例で定める 中期計画の範囲内

で法人が定める 

受託事業者の計画

の中で定める 

民間法人等の計画

の中で定める 

一般会計か

らの繰入 

公営企業法に基づ

き、負担金、補助

金として 繰入可

能 

自治体の判断によ

り、必要な金額の

一部または全額を

交付可能 

指定管理料として

支払う。 

なし 
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(2) 経営形態の見直しの方向性 

当院は、経営の効率化と自主性の確保を図ることを目的に平成２４年４月から地方

公営企業法の全部適用へ移行している。 

地方公営企業法全部適用後においては、ニーズに合わせた医療サービスの提供に対

応するための人材確保が可能になったことなど一定の成果は見られるものの、医師不

足による医業収益の悪化に伴い、経営状況の改善には至っていない。 

医師の確保が大変難しい現状を踏まえると、今後も医療提供体制を堅持していくこ

とと併せて病院経営の健全化を図るためには、経営形態の見直しは重要な意味を持つ

ものである。 

このようなことから、経営形態については、公設公営・公設民営にとらわれること

なく、医師確保と経営基盤の強化向上につながるより良い経営形態について、今後の

建替え整備に関する基本構想及び基本計画の検討時も含めて、継続的な課題として引

き続き検討していくものとする。 

 

8 新改革プラン策定に関する都道府県からの助言や再編・ネットワーク化計画策定

への都道府県の参画状況 

当院では、新改革プランの策定と並行して進めている新病院の開院に向けた基本構

想及び基本計画の策定過程において、地域医療構想を十分踏まえた上で、地域に必要

とされる医療機能を検討し、当院にとって適正な病床数を設定することとしている。 

今後は、県主催の『香取海匝地域保健医療連携・地域医療構想調整会議』の中で、

地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能や病床機能報告制度による情報等の共有

等を行っていく。 

 

9 点検・評価・公表 

(1) 点検・評価体制 

新改革プランによる経営改革を実現するために実施する個別事業について、年に１

回以上実施状況の点検評価を行う。 

その評価の過程においては、進行管理を行う内部組織による評価のほか、評価を行

うための委員会等に諮問するなど、評価の客観性を確保するものとする。 

 

(2) 時期 

病院の決算が確定した段階で開催する。 

 

(3) 公表の方法 

当院ホームページ及び匝瑳市ホームページ上で公開する。 
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10 付属資料 

(1) 病院単独決算 

（単位：円） 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

医業収益 1,758,806,405 1,730,507,281 1,696,495,904 1,587,046,707 1,350,804,892 

 入院収益 1,073,119,827 1,016,990,687 997,465,171 934,629,310 714,979,746 

 外来収益 555,741,584 585,681,055 576,683,176 532,414,975 517,936,145 

 他会計負担金 48,486,000 48,771,000 48,633,000 51,946,000 49,996,000 

 その他医業収益 81,458,994 79,064,539 73,714,557 68,056,422 67,893,001 

医業費用 1,986,969,220 1,967,938,621 1,952,744,117 1,952,907,346 1,895,701,436 

 給与費 1,176,993,027 1,172,803,525 1,157,769,868 1,206,675,562 1,153,518,572 

 材料費 309,611,772 298,167,485 290,894,276 237,573,235 221,754,498 

 経費 378,260,956 365,686,307 385,801,538 353,125,664 367,733,129 

 減価償却費 113,173,949 123,380,312 114,638,185 139,109,434 139,761,449 

 資産減耗費 5,953,050 4,703,028 449,444 13,233,658 9,923,821 

 研究研修費 2,976,466 3,197,964 3,190,806 3,189,793 3,009,967 

医業損益 △228,162,815 △237,431,340 △256,248,213 △365,860,639 △544,896,544 

医業外収益 202,751,037 202,274,244 219,703,414 261,522,891 374,498,339 

 受取利息配当金 66,577 78,338 76,301 61,441 48,028 

 他会計補助金 195,714,000 195,393,000 214,344,000 201,725,000 310,110,000 

 補助金 0 0 0 831,000 0 

 長期前受金戻入 0 0 0 52,521,653 57,975,661 

 研究受託収益 0 0 0 0 0 

 その他医業外収益 6,970,460 6,802,906 5,283,113 6,383,797 6,364,650 

医業外費用 44,102,339 42,250,121 39,565,275 56,531,757 60,360,086 

 支払利息 4,065,604 2,524,831 1,371,529 1,241,350 984,827 

 医師等養成費 600,000 600,000 0 2,700,000 7,200,000 

 受託研究費 0 0 0 0 494,724 

 雑損失 34,598,308 34,156,723 34,962,595 47,523,177 46,494,858 

 長期前払勘定償却 0 0 0 5,067,230 5,185,677 

 繰延勘定償却 4,838,427 4,968,567 3,231,151 0 0 

経常損益 △69,514,117 △77,407,217 △76,110,074 △160,869,505 △230,758,291 

特別利益 79,913 1,050,953 286,183 415,399 0 

特別損失 1,119,304 175,091 649,817 56,788,835 874,074 

当年度純損益 △70,553,508 △76,531,355 △76,473,708 △217,242,941 △231,632,365 

前年度繰越欠損金 1,061,716,483 1,132,269,991 1,208,801,346 1,285,275,054 1,443,515,503 

当年度未処理欠損金 1,132,269,991 1,208,801,346 1,285,275,054 1,443,515,503 1,675,147,868 

（出典：国保匝瑳市民病院資料） 
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(2) 老人保健施設単独決算 

（単位：円） 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

施設事業収益 466,779,774 464,554,561 472,568,852 478,875,987 473,501,981 

 入所収益 401,016,297 394,128,480 394,444,411 392,188,063 384,013,324 

 通所収益 51,836,453 54,623,964 61,516,870 70,502,090 74,249,129 

 その他施設事業収益 13,927,024 15,802,117 16,607,571 16,185,834 15,239,528 

施設事業外収益 25,940,974 23,781,165 33,513,822 74,442,371 72,195,832 

特別利益 89,475 0 60 4,214,766 4,994,191 

収益合計 492,810,223 488,335,726 506,082,734 557,533,124 550,692,004 

施設事業費用 479,698,218 479,211,054 497,892,076 529,398,104 546,795,782 

 給与費 302,468,100 305,055,793 317,605,141 347,133,803 371,611,500 

 材料費 15,254,286 15,038,042 16,200,117 13,876,885 13,210,541 

 経費 117,518,871 115,167,962 120,084,416 123,192,087 116,944,292 

 減価償却費 44,188,736 43,674,252 43,291,377 44,571,643 44,106,780 

 資産減耗費 0 0 38,000 0 456,256 

 研究研修費 268,225 275,005 673,025 623,686 466,413 

施設事業外費用 28,345,771 27,721,964 27,783,156 26,164,409 25,061,415 

特別損失 1,890 11,646 72,470 21,077,486 60,332 

費用合計 508,045,879 506,944,664 525,747,702 576,639,999 571,917,529 

事業収支 △15,235,656 △18,608,938 △19,664,967 △19,106,875 △21,225,525 

（注１）施設事業外収益及び施設事業外費用は、施設面積に応じて按分した金額を計上し

ている。                 （出典：国保匝瑳市民病院資料） 

 

(3) 訪問看護ステーション・居宅介護支援事業所全体決算 

（単位：円） 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ収益 52,323,720 65,175,224 68,241,583 75,882,520 93,249,365 

居宅介護支援事業所収益 22,007,000 22,956,286 22,962,563 26,287,317 28,968,914 

施設事業外収益 913,036 837,018 1,179,576 2,620,125 2,541,054 

収益合計 75,243,756 88,968,528 92,383,722 104,789,962 124,759,333 

訪看・居宅費用 79,897,874 90,111,990 110,746,468 109,509,209 139,448,858 

 給与費 75,563,355 84,846,599 105,644,422 102,503,903 132,745,495 

 材料費 669,770 350,283 235,661 181,307 202,019 

 経費 3,467,009 3,877,637 4,221,724 6,608,409 6,307,232 

 研究研修費 197,740 1,037,471 644,661 215,590 194,112 

施設事業外費用 997,677 975,721 977,875 920,901 882,079 

費用合計 80,895,551 91,087,711 111,724,343 110,430,110 140,330,937 

事業収支 △ 5,651,795 △ 2,119,183 △ 19,340,622 △ 5,640,148 △ 15,571,604 

（注１）施設事業外収益及び施設事業外費用は、施設面積に応じて按分した金額を計上し

ている。                 （出典：国保匝瑳市民病院資料） 
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(4) 医師数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常勤 非常勤 計 常勤 非常勤 計
内科 2.0人 3.1人 5.1人 2.0人 3.2人 5.2人
外科 5.0人 0.5人 5.5人 6.0人 0.5人 6.5人
整形外科 3.0人 0.0人 3.0人 3.0人 0.0人 3.0人
皮膚科 0.0人 0.1人 0.1人 0.0人 0.1人 0.1人
眼科 0.0人 0.5人 0.5人 0.0人 0.5人 0.5人
耳鼻咽喉科 0.0人 0.3人 0.3人 0.0人 0.3人 0.3人
脳外科 0.0人 0.1人 0.1人 0.0人 0.1人 0.1人
小児科 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人
泌尿器科 0.0人 0.2人 0.2人 0.0人 0.2人 0.2人

計 10.0人 4.8人 14.8人 11.0人 4.9人 15.9人

常勤 非常勤 計 常勤 非常勤 計
内科 2.0人 4.4人 6.4人 3.0人 2.3人 5.3人
外科 5.0人 0.7人 5.7人 5.0人 0.6人 5.6人
整形外科 2.0人 0.0人 2.0人 2.0人 0.4人 2.4人
皮膚科 0.0人 0.1人 0.1人 0.0人 0.1人 0.1人
眼科 0.0人 0.3人 0.3人 0.0人 0.3人 0.3人
耳鼻咽喉科 0.0人 0.3人 0.3人 0.0人 0.3人 0.3人
脳外科 0.0人 0.1人 0.1人 0.0人 0.1人 0.1人
小児科 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人
泌尿器科 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人

計 9.0人 5.9人 14.9人 10.0人 4.1人 14.1人

常勤 非常勤 計 常勤 非常勤 計
内科 3.0人 2.2人 5.2人 3.0人 2.3人 5.3人
外科 5.0人 0.4人 5.4人 5.0人 0.4人 5.4人
整形外科 2.0人 0.4人 2.4人 1.0人 0.3人 1.3人
皮膚科 0.0人 0.1人 0.1人 0.0人 0.1人 0.1人
眼科 0.0人 0.3人 0.3人 0.0人 0.3人 0.3人
耳鼻咽喉科 0.0人 0.3人 0.3人 0.0人 0.3人 0.3人
脳外科 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人
小児科 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人
泌尿器科 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人 0.1人 0.1人

計 10.0人 3.8人 13.8人 9.0人 4.0人 13.0人

常勤 非常勤 計 常勤 非常勤 計
内科 3.0人 1.7人 4.7人 4.0人 1.8人 5.8人
外科 4.0人 0.7人 4.7人 4.0人 0.7人 4.7人
整形外科 1.0人 0.3人 1.3人 1.0人 0.3人 1.3人
皮膚科 0.0人 0.1人 0.1人 0.0人 0.2人 0.2人
眼科 0.0人 0.3人 0.3人 0.0人 0.3人 0.3人
耳鼻咽喉科 0.0人 0.3人 0.3人 0.0人 0.3人 0.3人
脳外科 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人
小児科 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人
泌尿器科 0.0人 0.1人 0.1人 0.0人 0.1人 0.1人

計 8.0人 3.7人 11.7人 9.0人 3.8人 12.8人

21年度末 22年度末

23年度末 24年度末

25年度末 26年度末

27年度末 28年度当初


